
開 発 許 可 の 申 請 か ら 許 可 ま で の 流 れ

開発行為予定地

都市計画区域内か？

市街化区域か？

開発区域の面積は
1ha以上か？

開発区域の面積は
500㎡以上か？

開発事前協議書の作成

市 町 村

県土木事務所 県建築安全課

事前協議了承通知

開発審査会の議
(法第34条第1項第14号の場合)

市町村 県土木事務所 県建築安全課

法第32条の協議
(新たに設置する公共施設について)

道路、公園、緑地、広場、下水道、
水路、調整池等

法第32条の同意
(開発行為に関する既存の公共施設について)

道路法関係
・道路施設（側溝、歩道等）の形状の変更
・道路占用
河川法関連
・河川施設（堤防、河川敷等）の形状変更
・河川占用
下水道関連
・既存下水道管接続
各市町村の管理に関する条例関連
・国有水路の形状変更、専用、付け替え又は用途廃止
・里道の付け替え又は用途廃止
その他

開発許可申請書
の受付

申請手数料の徴収

既存道路・現地等の
状況確認

3,000㎡以上の開発
行為か？

申請書の審査

許可処分

又は不許可処分

添付資料の
確認

申請書の審査

許可処分

又は不許可処分

開発行為事前協議
（市街化調整区域における立地基準(法第34条)）

許可不要

許可不要

審査

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

Yes

庁内調整等

No

Yes

（注意）土地利用調整会議について

※１：開発行為の有無や開発許可の要・不要について県建築安全課と協議すること。
ただし、面積が3,000㎡未満の場合、所管の土木事務所と協議すること。

1ha以上の住宅団地、5,000㎡以上の工場の新設又は増設、環境影響施設な
どに関する開発事業にあっては、開発許可申請に先立ち土地利用調整会議で
審議されます。詳しくは、県県土利用政策課にお問い合わせください。
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開発区域の面積が
3,000㎡以上の場合

審査開発区域の面積が
3,000㎡未満の場合

※１


